
みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

目的条文 

労働基準法 

 

■法 1条（労働条件の原則） 

➀労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなけれ

ばならない。 

 

②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この

基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう

に努めなければならない。 

 

■法２条（労働条件の決定） 

➀労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 

 

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務

を履行しなければならない。 

 

【問題】 

■法 1条（労働条件の原則） 

➀労働条件は、労働者が【  】生活を営むための必要を充たすべきものでなければなら

ない。 

 

②この法律で定める労働条件の基準は【  】であるから、労働関係の当事者は、この基

準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように

努めなければならない。 

 

■法２条（労働条件の決定） 

➀労働条件は、労働者と使用者が、【  】において決定すべきものである。 

 

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務

を履行しなければならない。 
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みんなの社労士合格塾 

労働安全衛生法 

 

■法 1条（目的）   H24年、R元年 選択式 

この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まって、労働災害の防止の

ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等そ

の防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と

健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

 

■法２条（定義）   H30年選択式 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）労働災害  

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動

その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 

（２）労働者  

労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用さ

れる者及び家事使用人を除く。）をいう。 

（３）事業者  

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

（3－2）化学物質  

元素及び化合物をいう。 

（４）作業環境測定  

作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプ

リング及び分析（解析を含む。）をいう。 
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みんなの社労士合格塾 

労働者災害補償保険法 

 

■法 1条（目的） 

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される

労働者（以下「複数事業労働者」という。）の二以上の事業の業務を要因とする事由又は

通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、

必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務

を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、

当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の

福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（管掌）及び法２条の２ 

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 

 

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の

二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等

に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 

 

【問題】 

■法 1条（目的） 

労働者災害補償保険は、【  】の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用され

る労働者（以下「【  】」という。）の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【  】

による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、【  】

を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事

由又は【  】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【  】、当該労働者及びそ

の遺族の援護、労働者の【  】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

 

 

■法２条（管掌）及び法２条の２ 

労働者災害補償保険は、【  】が、これを管掌する。 

 

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の

二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等

に関して保険給付を行うほか、【  】を行うことができる。 
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みんなの社労士合格塾 

雇用保険法 

 

■法１条（目的） 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生

じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び

労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生

活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、

労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労

働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

■法２条（管掌） 

➀雇用保険は、政府が管掌する。 

②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする

ことができる。 

 

■法３条（雇用保険事業） 

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇

用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【  】が困難となる事由が生じ

た場合に必要な給付を行うほか、労働者が【  】を受けた場合及び労働者が子を養育す

るための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を

図るとともに、【  】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安

定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の【  】そ

の他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

■法２条（管掌） 

➀雇用保険は、【  】が管掌する。 

②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、【  】が行うこととすること

ができる。 

 

■法３条（雇用保険事業） 

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、

【  】を行うことができる。 
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みんなの社労士合格塾 

労働保険料徴収法 

 

■法１条（趣旨） 

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び

消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十

号。以下「労災保険法」という。）による労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）

及び雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による雇用保険（以下「雇用保険」とい

う。）を総称する。 

②この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、

労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであつ

て、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）をいう。 

③賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣

が定める。 

④この法律において「保険年度」とは、４月１日から翌年３月 31 日までをいう。 

 

【問題】 

■法１条（趣旨） 

この法律は、労働保険の【  】を図るため、労働保険の【  】、労働保険料の納付の

手続、【  】等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「【  】」とは、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号。

以下「労災保険法」という。）による労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）及

び雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による雇用保険（以下「雇用保険」という。）

を総称する。 

②この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、

【  】として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであつて、

厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）をいう。 

③賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、【  】が定

める。 

④この法律において「保険年度」とは、４月１日から翌年３月 31 日までをいう。 
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みんなの社労士合格塾 

健康保険法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害（労働者災害補償保険法（昭和二十二年

法律第五十号）第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。）以外の疾病、負傷若し

くは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与

することを目的とする。 

 

■法２条（基本的理念）平成 30年-選択式 

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、

高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度

及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関し

て常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費

用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなけ

ればならない。 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、労働者又はその【  】の業務災害（【  】（昭和二十二年法律第五十号）

第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。）以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出

産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的

とする。 

 

■法２条（基本的理念）平成 30年-選択式 

健康保険制度については、これが【  】をなすものであることにかんがみ、【  】、疾

病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び【  】並び

にこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結

果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が

受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 
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みんなの社労士合格塾 

国民年金法 

 

■法１条（国民年金制度の目的） 

国民年金制度は、日本国憲法第 25条第２項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡

によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健

全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（国民年金の給付） 

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付

を行うものとする。 

 

■法３条（管掌） 

➀国民年金事業は、政府が、管掌する。 

②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共

済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組

合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌するこ

ととされた日本私立学校振興・共済事業団（以下「共済組合等」という。）に行わせるこ

とができる。 

③国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長（特別区の区長を

含む。）が行うこととすることができる。 
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みんなの社労士合格塾 

厚生年金保険法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族

の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（管掌） 

厚生年金保険は、政府が、管掌する。 

 

■法２条の２（年金額の改定） 

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい

変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられな

ければならない。 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、【  】の老齢、障害又は死亡について【  】を行い、労働者及びその遺

族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（管掌） 

厚生年金保険は、【  】が、管掌する。 

 

■法２条の２（年金額の改定） 

この法律による年金たる保険給付の額は、【  】、【  】その他の諸事情に著しい変動

が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなけれ

ばならない。 
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みんなの社労士合格塾 

労働契約法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又

は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、

合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保

護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者を

いう。 

②この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 

 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、労働者及び使用者の【  】の下で、【  】により成立し、又は変更され

るという【  】その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働

条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつ

つ、【  】の安定に資することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「【  】」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者を

いう。 

②この法律において「【  】」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 
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みんなの社労士合格塾 

最低賃金法 

 

■法１条（目的）H24年 選択式 

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条

件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争

の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀労働者 労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条に規定する労働者（同居の親族

のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

②使用者 労働基準法第 10条に規定する使用者をいう。 

③賃金 労働基準法第 11条に規定する賃金をいう。 

 

 

【問題】 

■法１条（目的）H24年 選択式 

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条

件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、【  】及び事業の【  】に資すると

ともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀労働者 【  】（昭和 22 年法律第 49 号）第９条に規定する労働者（同居の親族の

みを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

②使用者 【  】第 10条に規定する使用者をいう。 

③賃金 【  】第 11条に規定する賃金をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

賃金支払確保法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至

った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯

蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けること

が困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、も

つて労働者の生活の安定に資することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「賃金」とは、労働基準法第 11条に規定する賃金をいう。 

②この法律において「労働者」とは、労働基準法第９条に規定する労働者（同居の親族の

みを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、【  】、【  】その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及

び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、【  】及び

事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働

者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の

安定に資することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

労働施策総合推進法 

 

■法１条（目的） 

➀この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応し

て、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働

市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充

実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することが

できるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図る

とともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 

 

②この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理につい

ての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じ

て自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主

の努力を助長するように努めなければならない。 

 

■法２条（定義） 

この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所（職業安定法の規定により公共

職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。）、同法の規定により無料の職業紹介

事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事

業を行う者をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及

び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施される

ことにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるも

のとする。 

②労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項（以

下この項において「能力等」という。）の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評

価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切

な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られ

るように配慮されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

【問題】 

■法１条（目的） 

➀この法律は、国が、【  】の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策

全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、【  】の機能が適切に発揮さ

れ、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上

を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通

じて、労働者の【  】と【  】とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇

用の達成に資することを目的とする。 

 

②この法律の運用に当たっては、労働者の【  】及び事業主の雇用の管理についての自

主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立

しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力

を助長するように努めなければならない。 

 

■法２条（定義） 

この法律において「【  】」とは、公共職業安定所（職業安定法の規定により公共職業安

定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。）、同法の規定により無料の職業紹介事業を

行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行

う者をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀労働者は、その【  】の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及

び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施される

ことにより、【  】を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。 

②労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項（以

下この項において「能力等」という。）の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評

価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切

な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られ

るように配慮されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

職業安定法 

 

■法１条（法律の目的） 

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職

業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定

機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たす

べき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合す

る職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図ると

ともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

 

■法２条（職業選択の自由） 

何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 

 

【問題】 

■法１条（法律の目的） 

この法律は、【  】と相まって、公共に奉仕する【  】その他の職業安定機関が関係

行政庁又は関係団体の協力を得て【  】を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業

紹介事業等が【  】の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確

保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業

に必要な労働力を充足し、もって【  】を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与す

ることを目的とする。 

 

 

■法２条（職業選択の自由） 

何人も、公共の福祉に反しない限り、【  】することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

労働者派遣法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）と相まって労働力の需給の適

正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、

派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ

とを目的とする。 

 

■法２条（用語の定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀労働者派遣⇒自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を

受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当

該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 

 

②派遣労働者⇒事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。 

 

③労働者派遣事業⇒労働者派遣を業として行うことをいう。 

 

④紹介予定派遣⇒労働者派遣のうち、許可を受けた者（「派遣元事業主」）が労働者派遣の

役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者

に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者（「派遣先」）について、職業安定法その他の法

律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定し

てするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、

当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約される

ものを含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

【問題】 

 

■法１条（目的） 

この法律は、【  】（昭和二十二年法律第百四十一号）と相まって【  】を図るため労

働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を

図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。 

 

■法２条（用語の定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀【  】⇒自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受

けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該

他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 

 

②【  】⇒事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。 

 

③【  】⇒労働者派遣を業として行うことをいう。 

 

④【  】⇒労働者派遣のうち、許可を受けた者（「派遣元事業主」）が労働者派遣の役務

の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係

る労働者派遣の役務の提供を受ける者（「派遣先」）について、職業安定法その他の法律の

規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してす

るものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当

該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるも

のを含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

高年齢者雇用安定法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保

の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機

会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図

るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上（55歳以上）の

者をいう。 

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当し

ないものをいう。 

（１）中高年齢者（厚生労働省令で定める年齢以上（45歳以上）の者をいう。）である求

職者（次号に掲げる者を除く。） 

（２）中高年齢失業者等（厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困

難な厚生労働省令で定める失業者（45歳以上 65歳未満の失業者） 

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく

困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会

その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるもの

とする。 

②労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生

活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び

増進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

【問題】 

 

■法１条（目的） 

この法律は、【  】、【  】等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者

等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置

を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済

及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上（【  】歳以上）

の者をいう。 

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当し

ないものをいう。 

（１）中高年齢者（厚生労働省令で定める年齢以上（【  】歳以上）の者をいう。）であ

る求職者（次号に掲げる者を除く。） 

（２）中高年齢失業者等（厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困

難な厚生労働省令で定める失業者（【  】の失業者） 

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく

困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀高年齢者等は、その【  】の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会

その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるもの

とする。 

②労働者は、高齢期における【  】の充実のため、自ら進んで、高齢期における【  】

の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増

進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

障害者雇用促進法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野におけ

る障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能

力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置

その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自

立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ること

を目的とする。 

 

■法２条（用語の定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀障害者…身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。第六号において同じ。）そ

の他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業

生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 

②身体障害者…障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものを

いう。 

③重度身体障害者…身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で

定めるものをいう。 

④知的障害者…障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをい

う。 

⑤重度知的障害者…知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で

定めるものをいう。 

⑥精神障害者…障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをい

う。 

⑦職業リハビリテーション…障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法

律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。 

（基本的理念） 

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活にお

いてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、そ

の能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならな

い。 
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■法３条・４条（基本的理念） 

法３条 

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその

能力を発揮する機会を与えられるものとする。 

 

法４条  

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の

開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 

 

 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野におけ

る障害者と障害者でない者との【  】及び【  】並びに障害者がその有する能力を有

効に発揮することができるようにするための措置、【  】の措置その他障害者がその能

力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において【  】することを促進す

るための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 

 

■法２条（用語の定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

➀障害者…身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。第六号において同じ。）そ

の他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業

生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 

②身体障害者…障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものを

いう。 

③重度身体障害者…身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で

定めるものをいう。 

④知的障害者…障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをい

う。 

⑤重度知的障害者…知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で

定めるものをいう。 

⑥精神障害者…障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをい

う。 

⑦【  】…障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置

を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。 

（基本的理念） 

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活にお
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いてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、そ

の能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならな

い。 

 

■法３条・４条（基本的理念） 

法３条 

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、【  】においてその

能力を発揮する機会を与えられるものとする。 

 

法４条  

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の

開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 
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パートタイム・有期雇用労働法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化

に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時

間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働

者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常

の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がそ

の有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あ

わせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「短時間労働者」とは、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用

される通常の労働者（当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該

事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と

同種の業務に従事する当該通常の労働者）の１週間の所定労働時間に比し短い労働者をい

う。 

②この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結

している労働者をいう。 

③この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者

をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和

を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の

充実が図られるように配慮されるものとする。 
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【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、我が国における【  】、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、

【  】の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者につ

いて、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、【  】、職業能力の開発及び向上等

に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図る

ことを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるよ

うにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目

的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀この法律において「【  】」とは、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される

通常の労働者（当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主

に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の

業務に従事する当該通常の労働者）の１週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 

②この法律において「【  】」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している

労働者をいう。 

③この法律において「【  】」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、【  】を保

ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、【  】が図ら

れるように配慮されるものとする。 
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男女雇用機会均等法 

 

■法 1条（目的） 

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出

産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

■法 1条（基本的理念） 

➀この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあ

っては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその

基本的理念とする。 

②事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職

業生活の充実が図られるように努めなければならない。 

 

■法 1条（目的） 

この法律は、法の下の平等を保障する【  】の理念にのっとり雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して【  】を図る

等の措置を推進することを目的とする。 

 

■法 1条（基本的理念） 

➀この法律においては、労働者が【  】により差別されることなく、また、女性労働者

にあっては【  】されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをそ

の基本的理念とする。 

②事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の

【  】が図られるように努めなければならない。 
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育児介護休業法 

 

■法 1条（目的） 

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関す

る制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関

し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する

支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及

び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与すること

を通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを

目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀育児休業 

⇒労働者（日々雇用される者を除く。）が、次章に定めるところにより、その子を養育す

るためにする休業をいう。 

②介護休業  

⇒その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 

③要介護状態 

⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわた

り常時介護を必要とする状態をいう。 

④対象家族 

⇒配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、

父母及び子並びに配偶者の父母をいう。 

⑤家族  

⇒対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これら

の者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活

を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことがで

きるようにすることをその本旨とする。 

②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を

円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 
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【問題】 

■法 1条（目的） 

この法律は、【  】に関する制度並びに【  】に関する制度を設けるとともに、子の

養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定

めるほか、【  】を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、【  】を行

う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の【  】に寄与す

ることを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資する

ことを目的とする。 

 

■法２条（定義） 

➀育児休業 

⇒労働者（【  】を除く。）が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにす

る休業をいう。 

②介護休業  

⇒その【  】にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 

③要介護状態 

⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわた

り【  】を必要とする状態をいう。 

④対象家族 

⇒【  】（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、

【  】をいう。 

⑤家族  

⇒【  】その他厚生労働省令で定める親族をいう。 

 

■法３条（基本的理念） 

➀この法律の規定による【  】を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ

【  】を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は

介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをそ

の本旨とする。 

②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を

円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 
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労働組合法 

 

■法１条（目的） 

➀この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することに

より労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら

代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結す

ることを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するた

めの団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 

②刑法の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成する

ためにした正当なものについて適用があるものとする。 

但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはな

らない。 

 

 

■法２条（労働組合） 

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他

経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 

➀役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、

使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職

務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監

督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの 

②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。 

但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉する

ことを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しく

は災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対

する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 

③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの 

④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 

 

■法３条（労働者） 

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入に

よって生活する者をいう。 
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【問題】 

 

■法１条（目的） 

➀この法律は、労働者が使用者との交渉において【  】に立つことを促進することによ

り労働者の地位を向上させること、労働者がその【  】するために自ら代表者を選出す

ることその他の団体行動を行うために【  】労働組合を組織し、団結することを擁護す

ること並びに使用者と労働者との関係を規制する【  】を締結するための団体交渉をす

ること及びその手続を助成することを目的とする。 

②刑法の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成する

ためにした正当なものについて適用があるものとする。 

但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはな

らない。 

 

 

■法２条（労働組合） 

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって【  】その他【  】を図ること

を主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当す

るものは、この限りでない。 

➀役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ【  】、使用者の労働関

係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責

任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある

労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの 

②団体の運営のための経費の支出につき使用者の【  】を受けるもの。 

但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉する

ことを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しく

は災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対

する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 

③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの 

④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 

 

■法３条（労働者） 

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入に

よって生活する者をいう。 
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みんなの社労士合格塾 

労働関係調整法 

 

第１条 この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を

予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的と

する。 

 

第２条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労

働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、

且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力

しなければならない。 

 

第３条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これ

を自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止する

ことに努めなければならない。 

 

（第４条・５条 略） 

 

第６条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関す

る主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状

態をいう。 

 

第７条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の

当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であっ

て、業務の正常な運営を阻害するものをいう。 

 

第８条  

➀この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くこと

のできないものをいう。 

一 運輸事業 

二 郵便、信書便又は電気通信の事業 

三 水道、電気又はガスの供給の事業 

四 医療又は公衆衛生の事業 

② 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著し

く阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、１年以内の期間を限り、公益事

業として指定することができる。 

③ 内閣総理大臣は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨

を、官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。 

 



みんなの社労士合格塾                             2022 年試験対策 

みんなの社労士合格塾 

【問題】 

第１条 この法律は、【  】と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、【  】を予防

し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。 

 

第２条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労

働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、

且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって【  】にこれを解決するように、特に努

力しなければならない。 

 

第３条 【  】は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、

これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止

することに努めなければならない。 

 

（第４条・５条 略） 

 

第６条 この法律において【  】とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関す

る主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状

態をいう。 

 

第７条 この法律において【  】とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の

当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であっ

て、業務の正常な運営を阻害するものをいう。 

 

第８条  

➀この法律において【  】とは、次に掲げる事業であって、【  】に欠くことのでき

ないものをいう。 

一 運輸事業 

二 郵便、信書便又は電気通信の事業 

三 水道、電気又はガスの供給の事業 

四 医療又は公衆衛生の事業 

② 【  】は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻

害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、【  】年以内の期間を限り、公益

事業として指定することができる。 

③ 【  】は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、

官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。 
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みんなの社労士合格塾 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 

 

■法１条（目的） 

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との

間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の

紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。）について、あっせんの制度を設けるこ

と等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 

 

■法２条（紛争の自主的解決） 

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠

意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。 

 

■法３条（労働者、事業主等に対する情報提供等） 

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的

な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに

労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うもの

とする。 

 

【問題】 

■法１条（目的） 

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との

間の紛争（労働者の【  】に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争

を含む。以下「個別労働関係紛争」という。）について、【  】を設けること等により、

その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 

 

■法２条（紛争の自主的解決） 

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠

意をもって、【  】を図るように努めなければならない。 

 

■法３条（労働者、事業主等に対する情報提供等） 

【  】は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の【  】を促進

するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集

及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。 
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みんなの社労士合格塾 

中小企業退職金共済法 

 

■法１条（目的） 

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠

出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興

に寄与すること等を目的とする。 

 

■定義 

➀この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主（国、地方公共

団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。）をいう。 

 

（１）常時雇用する従業員の数が 300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が 

３億円以下の法人である事業主（次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる

事業として営む事業主を除く。） 

 

（２）卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員

の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が１億円以下の法人であるもの 

 

（３）サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従

業員の数が 100 人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の法人

であるもの 

 

（４）小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員

の数が 50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の法人である

もの 

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 
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みんなの社労士合格塾 

【問題】 

 

■法１条（目的） 

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の【  】に基づき、その拠出によ

る退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与

すること等を目的とする。 

 

■定義 

➀この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主（国、地方公共

団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。）をいう。 

 

（１）常時雇用する従業員の数が【  】人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額

が 

【  】億円以下の法人である事業主（次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を

主たる事業として営む事業主を除く。） 

 

（２）卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員

の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】億円以下の法人で

あるもの 

 

（３）サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従

業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法

人であるもの 

 

（４）小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員

の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法人で

あるもの 

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との【  】が終了することをいう。 

 

 

 

 


